
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
第
七
百
五
十
七
回
定
例
会



期

日

平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
（
水
）

場

所

教
育
庁
教
育
委
員
会
室

会

議

次

第

一

開

会

二

議

案
議
案
第
一
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

１

議
案
第
二
号

学
校
職
員
の
人
事
に
つ
い
て

（
非
公
開
の
会
議
）

三

そ
の
他

職
員
の
懲
戒
処
分
の
状
況

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

５

三

閉

会



- 1 -

議
案
第
一
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
区
分
を
設
け
な
い
課
程
」
の
下
に
「

以
下
「
単
位
制
に
よ
る
課
程
」
と
い
う

」
を
加
え
る
。

（

。
）

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
科
目
履
修
生
）

第
二
十
三
条
の
二

単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
を
置
く
高
等
学
校
の
校

長
は
、
当
該
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
聴
講
生
と
し
て
特
定
の
科
目
を
履
修
す
る
者
（
以
下
「
科
目
履
修
生
」
と
い
う

）
。

の
聴
講
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

科
目
履
修
生
に
係
る
単
位
の
修
得
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第

六
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

「

普
通
科

「

別
表
第
一
青
森
県
立
百
石
高
等
学
校
の
項
中

を

普
通
科

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
三
戸
高
等
学

商
業
科

」

」
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「

普
通
科

「

校
の
項
中

を

普
通
科

に
改
め
る
。

商
業
科

」

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
百
石
高
等
学
校
の
商
業
科
及
び
青
森
県
立
三
戸
高
等
学
校
の
商
業
科
は
、
改
正
後
の
青
森
県
立
学
校
学
則
別
表

第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な

る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

◇

提
案
理
由

科
目
履
修
制
度
の
導
入
並
び
に
青
森
県
立
百
石
高
等
学
校
及
び
青
森
県
立
三
戸
高
等
学
校
の
学
科
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整

備
を
行
う
た
め
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
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青
森
県
立
学
校
学
則

新
旧
対
照
表

傍
線
部
は
改
正
部
分

旧
条
文

新
条
文

（
入
学
資
格
）

（
入
学
資
格
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
課
程
（
以
下
「
単
位

３

学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
課
程
に
お
い
て
編

制
に
よ
る
課
程
」
と
い
う

）
に
お
い
て
編
入
学
を
許
可
さ
れ
る
者

入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
は
、
相
当
年
齢
に
達
し
、
相
当
の
学
力
が

。

は
、
相
当
年
齢
に
達
し
、
相
当
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
科
目
履
修
生
）

第
二
十
三
条
の
二

単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は

（
新
設
）

通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
は
、
当
該
単

位
制
に
よ
る
課
程
の
聴
講
生
と
し
て
特
定
の
科
目
を
履
修
す
る
者

（
以
下
「
科
目
履
修
生
」
と
い
う

）
の
聴
講
を
許
可
す
る
こ
と
が

。

で
き
る
。

２

科
目
履
修
生
に
係
る
単
位
の
修
得
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
単
位
制

高
等
学
校
教
育
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第
六
号
）
第
九
条

第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
一

別
表
第
一

修
業

修
業

名

称

位

置

課

程

学

科

名

称

位

置

課

程

学

科

年
限

年
限

（
略
）

（
略
）

普
通
科

普
通
科

三
年

青
森
県
立
百
石

上
北
郡
お
い
ら

全
日
制

食
物
調

青
森
県
立
百
石

全
日
制

高
等
学
校

せ
町
苗
平
谷
地

の
課
程

上
北
郡
お
い
ら

せ
町
苗
平
谷
地

商
業
科

三
年

理
科

高
等
学
校

の
課
程

食
物
調

（
略
）

理
科

（
略
）

青
森
県
立
三
戸

全
日
制

三
戸
郡
三
戸
町

普
通
科

三
年

普
通
科

高
等
学
校

の
課
程

大
字
川
守
田

三
年

青
森
県
立
三
戸

三
戸
郡
三
戸
町

全
日
制

高
等
学
校

大
字
川
守
田

の
課
程

商
業
科

（
略
）

（
略
）
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〔その他〕 

職員の懲戒処分の状況 

平成２４年２月（１月１日～１月３１日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被処分者   上北地域市部以外の中学校 教諭（３４歳 女性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h 以上５０km/h 未満） 
・平成２３年１１月１０日（木）午後６時３４分頃 

・上北郡東北町内の県道 
・最高速度４０km/h のところ、７９km/h で走行 

    ③処分内容   戒告 

④処分年月日  平成２４年１月２５日 

 

事案２ ①被処分者   三八地域の高等学校 教諭（４２歳 男性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h以上５０km/h未満） 

・平成２３年１１月８日（火）午後８時５６分頃 

・八戸市内の国道 

・最高速度４０km/hのところ、７２km/hで走行 

③処分内容   戒告 

    ④処分年月日  平成２４年１月２６日 
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